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Ⅰ-１ 目的・位置付け・期間

本ビジョンの期間は，令和４年度から令和７年度までの４年間とし，社会情勢や国・県の動向を見
極めながら，必要に応じて見直します。

第２次江田島市総合計画に掲げる「市民満足度が高いまちづくり」を目指し，デジタルの手

段を活用して様々な課題に取り組むことにより，「市民に寄り添う」サービスを確立します。

目的

（国）行政を含む社会全体のデジタル化を推進することが，課題解決や経済成長に資するものとし，
デジタル社会の形成に向け，令和３年９月にデジタル庁を設置し「誰一人取り残さない，人に優
しいデジタル化」を進めています。また，総務省では「自治体ＤＸ推進計画」(令和２年１２月)
を策定し，デジタル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていくとしています。

（広島県）「ＤＸの推進」を全ての施策を貫く視点の一つとして位置付け「広島県行政デジタル化推
進アクションプラン」(令和３年８月)を策定し，県庁のデジタル化を強力に推進していくことに
より県民の利便性向上を図ることとしています。

（江田島市）国・県の動向を踏まえ，本市行政分野のデジタル化を推進することにより，「市民の利
便性向上」，「市役所業務の効率化」を図り，「デジタル人材の育成」を行うためのビジョンを
策定し，ＤＸを推進していきます。

位置付け

期間
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Ⅰ-２ 法律及び国・県・市の計画との関係図

官民データ活用推進基本法
（平成２８年１２月施行）

デジタル手続法
（令和元年１２月施行）

デジタル関連法
（令和３年５月施行）

・官民データ活用の推進により，安全・安心で
快適な生活の実現

・情報通信技術を活用し，行政手続き等の利便
性の向上や行政運営の簡素化・効率化

・デジタル社会形成基本法，デジタル庁設置
法などのデジタル改革関連６法の制定

デジタルガバメント実行計画
（令和２年１２月～令和８年３月）

・政府，地方，民間全ての
手続の電子化を実現

自治体ＤＸ推進計画
（令和３年１月～令和８年３月）

・自治体が重点的に取り組
む事項・内容を具体化

・デジタル原則の理念等追記
（R4.9改定)

デジタル田園都市国家構想
（令和３年１１月～）

・地方と都市の双方を豊か
にすることを実現（地方
と都市との差を縮める）

江田島市デジタルビジョン（令和４年度～令和７年度）

広島県行政デジタル化推進
アクションプラン
（令和３年度～令和５年度）

広島県デジタルインフラ
に係るガバナンスの
徹底・強化方針
（令和３年度～令和５年度）

・デジタル化による県民利便性
向上，業務効率化，デジタル
基盤の構築を推進

・デジタルインフラを統一的に
管理するために，ＩＴガバナ
ンスの徹底と強化を推進

法整備

国

第２次江田島市総合計画
（平成２７年度～令和６年度）

・まちづくりの最上位計画であり，総合計画の将来
像の実現に向けた各分野の方向性や主な取組

江田島市行財政経営計画・第４次江田島市行財政改革大綱
（令和２年度～令和６年度）

・事業の改善や見直しで捻出した予算をより有効な事業に配分し，総合計画の将来像の実現に向けた
取組を推進

広島県

江田島市
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Ⅰ-３ ビジョンの策定に当たって＜期間と時点修正の考え方＞

■令和４年度～令和７年度（４年間）とします。
■各事業の推進に当たっては，国が進める施策との整合を図る必要があることから，関連計画等の周期
と同様に設定します。

・総務省「自治体ＤＸ推進計画」の期間（令和３年１月～令和８年３月）
・「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０号）」に基づく，自治
体基幹業務システムの標準仕様準拠システムへの移行期限（令和８年３月）

4

時点修正の考え方

■国・県の動向や社会情勢，技術動向等は急速に変化していくことが予想されるため，変化の状況に応
じて，内容は適宜見直します。

期間の考え方

令和７年度

取組期間のイメージ

令和５年度
令和６年度

令和７年度

取組期間

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

適 宜 見 直 し



方向性①
市民の利便性向上

方向性②
市役所業務の効率化

方向性③
デジタル人材の育成

行政手続のデジタル化

マイナンバーカードの普及促進

窓口のスマート化

デジタルツールの活用

情報システムの最適化

デジタルデバイド対策

デジタル人材の支援育成

施策①

施策②

施策③

Ⅰ-４ 構成図

市役所内デジタル人材育成

情報発信の最適化

施策④ 情報セキュリティの強化
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施策①

施策②

施策③

施策①

施策②

施策③

江田島市デジタルビジョン

「市民満足度が高いまちづくり」の実現



「市民の利便性向上」１

Ⅱ-１ 方向性①：市民の利便性向上

プッシュ型
お知らせ・案内

プッシュ型情報配信

チャットボット案内サービス道路や公共施設などの損壊通報

オンライン申請・窓口予約サービス

・支払も電子決済

市役所

イメージ図
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デジタル化３原則(デジタルファースト・ワンスオンリー・コネクテッドワンストップ)の実現を目指
した行政手続のオンライン化を進め，２４時間３６５日，いつでもどこでも簡単で便利な行政サービ
スを提供します。デジタルに不慣れな方には，スマートフォン教室などにより行政のデジタル化の取
組との連携を目指します。

★スマ-トフォン教室連携
＜高校生をサポータに＞

市
民
に
寄
り
添
う
窓
口

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
化

・窓口混雑
の軽減

・窓口相談
の充実

・マイナンバーカードに
よる個人認証



改善や見直しにより創出した人的資源を市民満足度の向上に繋がる取組へ充てます。

「市役所業務の効率化」２

Ⅱ-２ 方向性②：市役所業務の効率化

業務A 業務B

保有・申請
データ

ツール
活用

自動化
や連携

AI・RPA・ローコードツールの活用

職員負担軽減と途切れのない連携

標準仕様に準拠したシステムへ移行

アナログ手法を含めた業務の見直し

システムの標準化

業務の標準化

人

的

資

源

の

創

出

市
民
満
足
度
向
上
施
策
の
充
実

イメージ図
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地元企業等と協働してデジタルデバイド（情報格差）対策や地域のデジタル人材の育成に取り組みま
す。また，職員のデジタル人材の育成に努めます。

「デジタル人材の育成」３

Ⅱ-３ 方向性③：デジタル人材の育成

★スマ-トフォン教室連携
＜高校生をサポータに＞

★地元企業等と協働した幼児期
からのプログラミング教室

◎◎課 △△課 ◇◇課

●●課 ××課 □□課

★市役所内デジタル人材育成

イメージ図
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方向性①「市民の利便性向上」

Ⅲ-１ 「市民の利便性向上」の施策

施策① 行政手続のデジタル化

行政手続のオンライン化
・電子申請を実施するためのツールの導入
・電子申請後の情報連携等の業務プロセスを見直し検討

キャッシュレス化 ・窓口や公共施設の支払，電子申請に係る電子決済機能導入

公共施設のオンライン予約 ・公共施設オンライン予約システムの導入

チャットボット案内サービス ・24時間365日対応可能なチャットボットの導入

施策③ 窓口のスマート化

窓口オンライン予約 ・オンラインでの窓口予約システムの導入

ワンストップサービス ・転入転出，出生，死亡に係るワンストップ機能の導入

通報機能のオンライン化 ・オンラインでの道路や公共施設の損壊等の通報機能を検討

施策② 情報発信の最適化

情報発信の最適化
・市民が必要とする多様な情報をタイムリーにプッシュ型で発信
・オープンデータの活用を推進

施策④ マイナンバーカードの普及促進

個人認証のデジタル化 ・マイナンバーカードの普及促進に努め，個人認証のデジタル化を推進
9



Ⅲ-２ 「市役所業務の効率化」の施策

施策① デジタルツールの活用

ＲＰＡの活用 ・定形業務（入力作業等）の自動化ツールＲＰＡの導入による業務効率化

ＡＩの活用 ・ＡＩーＯＣＲ，ＡＩ会議録などを活用した業務効率化

ペーパーレス化等
・文書管理システムによる電子決裁の導入を検討
・Ｗｅｂ会議やテレワークの環境整備

ローコードツールの活用 ・ローコードツールを活用した庁内情報共有や業務間連携

方向性②「市役所業務の効率化」

施策② 情報システムの最適化

標準仕様準拠システムへの
移行

・国が示す基幹業務システムの標準仕様準拠システムへの移行
・基幹系業務クラウドサービス共同利用（県内６市町）の活用

標準仕様準拠対象外システ
ムの最適化

・上記以外のシステムについても，事務フロー等を見直すなど，システムの
最適化を図る。

アナログ事務のデジタル化
・アナログ作業については，業務全般のプロセスを明確化し，デジタル化に
よる改善を図る。

施策③ 情報セキュリティの強化

情報セキュリティポリシー
の見直し

・国のガイドラインの改定に沿った本市情報セキュリティポリシーの見直し
や情報セキュリティ研修の強化を図る。 10



方向性③「デジタル人材の育成」

施策① デジタルデバイド対策

スマートフォン教室
・デジタルツールに不慣れな方が取り残されることがないように地元企業等と協働

してスマートフォン教室を開催する。

施策② デジタル人材の支援育成

プログラミング教室
・地域のデジタル人材育成のため，幼児期から地元企業等と協働してプログラミン

グ教室などを開催する。

Ⅲ-３ 「デジタル人材の育成」の施策

施策③ 市役所内デジタル人材育成

職員のデジタル人材
育成

・県から人材派遣の支援を受けつつ，デジタルに関する知識やスキルを学ぶリスキ
リング研修等を実施し，市役所内のデジタル人材の育成とＩＴリテラシーの向上
を図る。
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Ⅳ 推進体制

■本部長（ＣＩＯ,副市長），ＣＩＯ補佐官を中心とする「江田島市デジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）推進本部」において，総合的な施策の推進及び総合調整等を行います。

■取組事項に応じて，庁内の関係課で構成する推進委員会や庁内横断的なチームを設置するなど，所管
業務を越えた取組を促進します。

本部長（ＣＩＯ,副市長）

ＣＩＯ補佐官

本部員【各部長,企画振興課長,政策推進課長】

本部

Ｉ
Ｔ
推
進

委
員
会

●
●
委
員
会

推進委員会

総務部総務課
デジタル推進室

事務局

●
●
委
員
会

●
●
委
員
会

● ● ● ● ● ●

※取組に応じて設置
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Ⅴ 参考資料①：市民アンケート結果

■アンケートの目的
市民のデジタル機器の利用状況や情報
の取得方法，江田島市のデジタル化に
向けたニーズ（需要）を把握するため。

■対象
１６歳以上の江田島市民のうちから，
７００人（無作為抽出）

■調査日程
郵送配布：令和４年９月９日
回収締切：令和４年９月３０日

■アンケート回収状況
２７５人 回収率：３９％

年代 対象者（人） 回答者（人）

１０歳代※（16～19歳） １００ ３５

２０歳代 １００ １４

３０歳代 １００ ３３

４０歳代 １００ ３６

５０歳代 １００ ４０

６０歳代 １００ ４６

７０歳代 １００ ７１ 13

10歳代※16～19歳

4%
20歳代

11%

30歳代

12%

40歳代

14%

50歳代

14%

60歳代

19%

70歳代

26%

江田島市人口年齢分布

10歳代※16～19歳

12%(35人) 20歳代

5%(14人)

30歳代

12%(33人)

40歳代

13%(36人)

50歳代

15%(40人)

60歳代

17%（46人）

70歳代

26%(71人)

市民アンケート回答者年齢分布

令和２年国勢調査 16～79歳人口

参考

275人 16,797人
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（複数回答可）

○本市におけるインターネットの日常的な利用状況は，６０
歳代までは利用する人の比率が高く，７０歳代で逆転する。

○年齢の上昇とともにデジタル機器の利用は低下する傾向に
あるが，スマートフォンは最も利用率が高い媒体である。
（７０歳代の３人に１人が保持）

○日常的なインターネット利用では，ＬＩＮＥ及びメール
の利用率が高い傾向にある。メールと比較してＬＩＮＥは
若年層で利用率が高く，全年代において最も平均的な利用
目的となっている。

（複数回答可）

94

59

96 8482
78

81
85

66 63

46

63

84
88

20

52

82
72 71

77

0

20

40

60

80

100

LINE メール 動画サイト 検索サイト

％

日常的にインターネットを利用する人の利用目的

１６歳～２９歳(n=49） ３０歳～５９歳(n=102)
６０歳～６９歳(n=41) ７０歳～７９歳(n=25)
全年代(n=217人)

LINE

100 94 89 

35 

79

6 11

65

21

0%

20%

40%

60%

80%

100%

１６歳～２９歳 ３０歳～５９歳 ６０歳～６９歳 ７０歳～７９歳 全年代

日常的なインターネット利用状況

利用している 利用していない

(n=49) (n=109) (n=46) (n=71) (n=275)

96

57

43

24

84

50

24 22

76

50

28

17

34

10
4

1

72

41

23
16

0

20

40

60

80

100

スマートフォン パソコン タブレット インターネット

接続テレビ

％

インターネットを使用できる機器の利用状況

１６歳～２９歳(n=49） ３０歳～５９歳(n=109）

６０歳～６９歳(n=46) ７０歳～７９歳(n=71)

全年代(n=275)

スマートフォン
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193(70%)

170(62%)

145(53%)

138(50%)

129(47%)

125(45%)

119(43%)

107(39%)

98(36%)

73(27%)

63(23%)

52(19%)

45(16%)

44(16%)

41(15%)

28(10%)

26(9%)

0 40 80 120 160 200

災害関連情報等

新型コロナウイルス関連情報等

公共交通機関関連情報等

道路・公共インフラ関連情報等

イベント観光関連情報等

ゴミ・環境関連情報

防犯関連情報等

医療関連情報等

公的医療保険制度関連情報等

高齢者相談関連情報等

税金関連情報等

生涯学習関連情報等

議会・選挙関連情報等

各種計画・市政関連情報等

社会福祉関連情報等

子育て関連情報等

学校教育関連情報等

（人）行政から入手したい情報

（複数回答可）
（n=275）

（複数回答可）
（n=275）

205(75%)

135(49%)

119(43%)

105(38%)

103(37%)

85(31%)

39(14%)

25(9%)

16(6%)

13(5%)

0 40 80 120 160 200 240

広報えたじま

防災行政無線

自治会回覧

テレビ新聞

公式ホームページ

郵送通知

防災情報メール

えたじまお知らせメール

子育て支援アプリえたじま

市公式Facebook

(人)行政からの情報入手方法

（複数回答可）
（n=275）

・オンライン申請（59%）
・緊急情報のスマホへの発信（59%）

・広報えたじま(75%）
・防災行政無線(49%)

アナログ手法が上位

デジタル vs アナログ

市民
ニーズ

現状

163(59%)

162(59%)

95(35%)

87(32%)

86(31%)

83(30%)

81(29%)

61(22%)

52(19%)

37(13%)

35(13%)

27(10%)

0 40 80 120 160

市役所に行かない申請手続

(オンライン申請)

緊急情報をスマホへ配信

行政窓口にタブレット配置

スマホで行政窓口予約等

スマホで道路等の損傷通報

電子マネーの決済普及

（地域店舗・公共交通等）

電子マネーの決済普及

（税金・手数料等）

高齢者見守り

デジタルデバイド対策

スマホによる学校欠席連絡等

デジタル化による観光活性化

オープンデータ利用促進

（人）特に力を入れて欲しいデジタル化の取組
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○【自由記述回答から抜粋】江田島市のデジタル化施策の現状や取組について

【市民の利便性向上】
・LINEアカウントにより，防災行政無線放送の内容を発信してみては。（20歳代）
・税金等の支払いをキャッシュレス決済（クレジットカード等）で対応してほしい。（30歳代）
・アンケートの回答をデジタル化してほしい。（30歳代）
・市役所に行かなくても行政手続きができるようにしてほしい。（30歳代）
・コンビニで行政サービス（住民票発行等）を利用できるようにしてほしい。（30歳代）
・住民票の取得を簡単にオンラインでできたらよい。（40歳代）
・防災行政無線放送の内容をメール等ですぐ確認したい。（50歳代）
・地域の情報を簡単に見ることができるデジタル環境を行政がつくれないか。（50歳代）

【デジタルデバイド対応】
・全てをデジタル化するのではなく，アナログ手法を残しておくことが，全ての人にやさしい取組だと思う。（40歳代）
・「行政情報を受け取るためのスマホ教室」を開催してみては。（50歳代）
・スマホの簡単な操作の教室ではなく，もっと高度な内容を気軽に相談したい。（60歳代）
・デジタル化に向けてスマホ教室を充実させることが必要。（60歳代）
・スマホの設定方法や操作方法を教えてくれる講座があれば嬉しい。（70歳代）

【その他】
・分かりやすい市ホームページにしてほしい。（10歳代）
・データ流出が発生した場合にすぐに対処できる態勢を常に備えてほしい。（70歳代）



各課におけるデジタル化の現状とアイデアを調査

●電子申請（手続オンライン化）
●情報発信アプリ（市公式ＬＩＮＥなど）
●電子決済（キャッシュレス・オンラ

イン決済）
●ＡＩチャットボット
●ＡＩ（ＡＩ－ＯＣＲ・ＡＩ会議録）
●タブレット端末
●ＲＰＡ（定形作業の自動化）
●電子決裁（ペーパーレス化）
●テレワーク
●デジタル技術の講習会・研修会

●現在デジタル化している事業や取組
・基幹系業務システム
・空家バンクへのＶＲ内覧機能導入
・市広報紙をアプリに掲載
・不在者投票オンライン請求手続き など

●市民の利便性向上
●市役所業務の効率化
●デジタルの人材育成
●その他

現状

視点

デジタル化のアイデア
（デジタル技術の要素）

Ⅴ 参考資料②：庁内アンケート結果
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Ⅴ 参考資料③：用語集

用語 用語の説明 主な掲載場所

ＤＸ
Digital Transformationの略。「ICTの浸透が，人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化
させる」という概念。英語圏では「Trans」を「X」と略すことから「DX」と略される。

Ｐ２・１２

デジタルファースト 個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること。 Ｐ６

ワンスオンリー 一度提出した情報は，二度提出することを不要とすること。 Ｐ６

コネクテッドワンストップ 複数の手続・サービスをワンストップで実現すること。 Ｐ６

ＡＩ
Artificial Intelligence（人工知能）の略。人間が行う知的なふるまい（学習・予測・判断
等）を人工的な方法で実現する技術のこと。

Ｐ７・１０

チャットボット リアルタイムで自動的に短文の会話（チャット）を行うプログラム（ロボット）のこと。 Ｐ６・９

プッシュ型情報配信
ネットワーク上における情報配信の仕組みの一つで，発信者が能動的に情報を送る方式。受信
者側からリクエストしなくても，受信者に適切な情報を素早く確実にサーバーから配信するこ
とができる。

Ｐ６・９

オープンデータ
国や地方公共団体・事業者等が保有する官民データのうち，誰もがインターネット等を通じて
容易に利用（加工・編集・再配布等）できるように，一定のルールで公開されたデータのこと。

Ｐ９

ＲＰＡ
Robotic Process Automationの略。各種定型作業を自動化すること。自動化については，専用
のソフトウェアを導入し，利用者が作業内容を設定することで実行が可能になる。

Ｐ７・１０

ローコードツール
可能な限りソースコード(プログラミング言語を用いて記述したプログラムの設計図)を書かず
に，アプリケーションを迅速に開発する手法やその支援ツールのこと。

Ｐ７・１０

ＯＣＲ
Optical Character Recognitionの略。紙や画像データに書かれている文字を，コンピュータで
利用できるデジタルデータに変換できる技術のこと。

Ｐ１０
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用語 用語の説明 主な掲載場所

基幹業務システム
住民基本台帳，税，福祉など国民生活に直接関係する基本的な事務（基幹業務）を処理する情報システム
のこと。事務処理の大半は法律で定められているが，自治体が利便性等の観点から個別に機能のカスタマ
イズ（設定の変更）を行っており，財政的な負担が大きいなどの課題がある。

Ｐ４・１０

基幹系業務クラウド
サービス

本市を含む県内６市町が，行財政運営の効率化や災害時の業務継続に向けた対応力強化などを図るため，
クラウドを活用した基幹業務システムの共同利用・共同調達に取り組んだもの。

Ｐ１０

標準仕様準拠システム
基幹業務について，国の施策（地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第４０
号））に基づき，国が策定した標準化基準に適合した情報システムのこと。自治体の基幹業務システムを
標準仕様準拠システムへ移行する期限は，令和７年度末とされている。

Ｐ４・１０

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる人と利用できない人との間に生じる格差のこと。Ｐ５・８

ＩＴリテラシー 情報技術（ＩＴ/Information Technology）を利用し，使いこなすスキルのこと。 Ｐ１１

リスキリング
技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために，業務上で必要とされる新しい知識やスキルを学ぶこ
と。

Ｐ１１

ＣＩＯ
最高情報責任者。Chief Information Officerの略。企業や行政機関等の組織において情報化戦略を立案，
実行する責任者のこと。

Ｐ１２

ＣＩＯ補佐官 専門的な知見や経験を有し，CIOを補佐するため，各種支援や助言を行う役職のこと。 Ｐ１２
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